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○豊岡市
とよおかし

いのちへの共感に満ちたまちづくり条例
じょうれい

 

平成24年６月27日条例第40号 

 

（ふるさとへの想い） 

日本の空から一度は姿
すがた

を消したコウノトリが、再
ふたた

び豊岡
とよおか

の空に羽ばたきました。 

田んぼの中に、実りを手にする人々の笑顔や子どもたちの姿
すがた

、そしてさまざまな生きものが戻
もど

り

つつあります。 

わたしたちのふるさとでは、家族や親戚
しんせき

、近所の人が一緒
いっしょ

になって稲
いね

の一株
ひとかぶ

一株
ひとかぶ

をおろそかに

することなく収穫
しゅうかく

する風景があり、人と人とがつながり合う暮
く

らしが大切にされていました。 

（未来への責任
せきにん

） 

今を生きるわたしたちは、改めて過去
か こ

を見つめ直し、一人一人のいのち、一つ一つのいのちが

かけがえのないものであること、すべてのいのちは自然界の一員としてつながっていること、そ

していのちは互
たが

いに支
ささ

え合
あ

っていることを深く理解
り か い

し、まちづくりの基礎
き そ

として未来に引
ひ

き継
つ

い

でいかなければなりません。 

（いのちへの共感） 

わたしたちは、みんな何かでつながっています。そして、一つ一つが互
たが

いに大切な一員として

結び付いて自然界を成しており、不必要といえるものは何もありません。 

自分のいのちには、限
かぎ

りがあります。だからいとおしく、大切なものです。 

自分のいのちに思いを寄
よ

せ、他のいのちに思いを寄
よ

せる。その繰
く

り返
かえ

しの中から、いのちへの

共感が生まれてきます。 

（まちづくりへの決意） 

戦争や大災害
だいさいがい

で絶
た

たれたいのちへの痛恨
つうこん

の思い、人権
じんけん

問題への真剣
しんけん

な取組み、偉大
い だ い

なる先人た

ちの取組み、さまざまなことへ挑戦
ちょうせん

する人々の姿勢
し せ い

への共鳴、コウノトリの野生復帰
ふ っ き

から得られ

た人と生きものとの共生など、これまで豊岡
とよおか

が積み重ねてきた経験
けいけん

は、いのちへの共感となって

つながり、大きな輝
かがや

きを放っていくものと信じています。 

わたしたちは、これからのまちづくりの中で、さまざまないのちがつながる取組みを自らが実践
じっせん

し、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を広げ、深めていくことを決意します。 
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（この条例
じょうれい

が目指すこと） 

第１条
じょう

 この条例
じょうれい

は、市が、いのちへの共感に満ちたまちをつくるための基本的
きほんてき

な考え方、方

法や役割
やくわり

を定めます。また、市と市民（以下「わたしたち」という。）の協力と共感のもと、

まちづくりを進め、未来に引
ひ

き継
つ

いでいくことを目的とします。 

（基本的
きほんてき

な考え方） 

第２条
じょう

 わたしたちは、次の基本的
きほんてき

な考え方に基
もと

づき、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」

を進めていきます。 

(1) 限
かぎ

られているいのちを大切にします。 

(2) いのちのつながりを広げ、深めていきます。 

(3) いのちのつながりを未来へ引
ひ

き継
つ

いでいきます。 

（条例
じょうれい

の位置付け） 

第３条
じょう

 市は、この条例
じょうれい

の理念を、市が定め、実施
じ っ し

する基本的
きほんてき

計画の根底に置きます。 

（市の役割
やくわり

） 

第４条
じょう

 市は、市民が暮
く

らしと歴史の中で経験
けいけん

したいのちへの共感を、さらに広げ、深めるため

に、市民と協働してまちづくりを進めます。 

（市民の役割
やくわり

） 

第５条
じょう

 市民は、暮
く

らしの中で互
たが

いのいのちの尊
とうと

さ、家族・地域
ち い き

のつながりを大切にし、市や地域
ち い き

、

学校、企業
きぎょう

等と広く連携
れんけい

して、生き生きと暮
く

らせるまちづくりを進めます。 

（取組みの方法） 

第６条
じょう

 わたしたちは、これまで実践
じっせん

してきた次のまちづくりを基本
き ほ ん

に、具体的な取組みを進め、

さまざまな分野の取組みと連携
れんけい

して広げていきます。 

(1) いのちを守るまちづくり 

(2) 一人一人を尊重
そんちょう

するまちづくり 

(3) ふるさとを愛するまちづくり 

(4) 挑戦
ちょうせん

する心を育むまちづくり 

(5) 人と生きものが共生するまちづくり 

（いのちを守るまちづくり） 

第７条
じょう

 わたしたちは、かけがえのない日常
にちじょう

を一瞬
いっしゅん

にして奪
うば

った戦争と大災害
だいさいがい

を教訓に、地域
ち い き

の

つながりや支
ささ

え合
あ

いと平和な日常
にちじょう

の大切さを学んできました。わたしたちは、次のとおりいの

ちを守るまちづくりを進めていきます。 

(1) 防災力
ぼうさいりょく

の向上を図るために訓練や研修
けんしゅう

を進め、災害
さいがい

時
じ

に「公助」「共助」「自助」を連携
れんけい

させ、災害
さいがい

に強い体制
たいせい

づくりを進めていきます。 

(2) 生涯
しょうがい

を通じて健康で生きがいを持って、心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らすことができる「歩いて暮
く

らすま
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ちづくり」を進めていきます。 

(3) 安心して子どもを産み、育て、子どもたちの笑顔が輝
かがや

くまちをつくるため、まちぐるみ

で子育て支援
し え ん

活動を進めていきます。 

（一人一人を尊重
そんちょう

するまちづくり） 

第８条
じょう

 わたしたちは、互
たが

いの違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、たくさんの人に支
ささ

えられ、生かされていること

を理解
り か い

し、すべての人が人として尊重
そんちょう

されるまちを目指して努力を続けてきました。わたした

ちは、次のとおり一人一人を尊重
そんちょう

するまちづくりを進めていきます。 

(1) 年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、障害
しょうがい

、文化等の違
ちが

いにかかわりなく、一人一人が持てる力を発揮
は っ き

して、生

き生きと社会に参加し、活動ができるユニバーサル社会づくりを進めていきます。 

(2) 一人一人が地域
ち い き

の一員として、自発的かつ自律的
じりつてき

に男女共同参画社会づくりのための活動

に参画し、人と人、家族や地域
ち い き

社会との絆
きずな

を深め、互
たが

いに支
ささ

え合
あ

うまちづくりを進めていき

ます。 

(3) すべての人が、人権
じんけん

侵害
しんがい

を受けることなく、生涯
しょうがい

を通じて健やかに暮
く

らすことができる

まちにするため、人権
じんけん

教育や啓発
けいはつ

を進めていきます。 

（ふるさとを愛するまちづくり） 

第９条
じょう

 わたしたちは、地
ち

域
いき

ぐるみで人とふるさとを育てるために「いのちの教育」や「村を育

てる学力」づくりを学んできました。わたしたちは、次のとおりふるさとを愛するまちづくり

を進めていきます。 

(1) 一人一人が輝
かがや

き、ふるさとを愛する子どもを育む教育に取り組んでいきます。 

(2) 生きる力、助け合う心を持った子どもたちを地域
ち い き

全体で育てる自然体験や農業体験を進め

ていきます。 

(3) 地域
ち い き

の活性化
かっせいか

やコミュニティ活動の促進
そくしん

を図り、地域
ち い き

らしさを生かしたまちづくりを進め

ていきます。 

（挑戦
ちょうせん

する心を育むまちづくり） 

第10条
じょう

 わたしたちは、大いなる好奇心
こうきしん

を持ち続け、不撓
ふ と う

不屈
ふ く つ

の精神
せいしん

で未知の世界を切
き

り拓
ひら

いて

いく人々に惜
お

しみない拍手
はくしゅ

を送ってきました。わたしたちは、次のとおり挑戦
ちょうせん

する心を育むま

ちづくりを進めていきます。 

(1) どんな困難
こんなん

に遭
あ

っても決してくじけない心や、生きる力を育てるために、「子どもの野生

復帰
ふ っ き

大作戦」等の取組みを進めていきます。 

(2) 目標に向かって進む謙虚
けんきょ

でひたむきな姿
すがた

や、人々に夢
ゆめ

と希望、そして勇気を与
あた

える創造的
そうぞうてき

な行動を顕彰
けんしょう

する取組みを進めていきます。 

（人と生きものが共生するまちづくり） 

第11条
じょう

 わたしたちは、コウノトリの野生復帰
ふ っ き

の取組みを通して、自然界のさまざまないのちが
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かかわり合って生きていることに改めて気付かされました。わたしたちは、次のとおり人と生

きものが共生するまちづくりを進めていきます。 

(1) 生きものと共生するまちづくりを進めるため、「生物
せいぶつ

多様性
たようせい

地域
ち い き

戦略
せんりゃく

」に取り組んでい

きます。 

(2) 安全・安心な農産物と多様な生きものを育み、環境
かんきょう

負荷の軽減
けいげん

に配慮
はいりょ

した「環境
かんきょう

創造型
そうぞうがた

農業
のうぎょう

」を進めていきます。 

(3) ５月20日の「生きもの共生の日」を広め、いのちのつながりを大切にする啓発
けいはつ

活動に取り

組んでいきます。 

(4) いのちと環境
かんきょう

を守るため、持続可能
か の う

な自然エネルギーの利活用や省エネルギーを進めて

いきます。 

（その他） 

第12条
じょう

 この条例
じょうれい

に定めるもののほかに必要な事項
じ こ う

は、市長及
およ

び教育委員会等が定めます。 

附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日から施行
し こ う

します。 

 


